
回答書 
 

 令和６年度 PFS を活用した松山市国民健康保険特定保健指導業務委託に関する質問に対し、次の通

り回答します。 

 

（令和６年１月２３日受付分） 

 

質問項目 質問内容 回答 

特定保健指

導の面接実

施方法につ

いて 

特定保健指導は、全てオンラインによる面接

実施で良いでしょうか。 

この場合に、保健指導対象者様の所有するス

マートフォンまたはタブレットを用いて面

接を実施させていただく想定です。 

実施方法に特段の制限や指定はありま

せんが、対面での指導を希望する割合が

高い傾向にあります。 

予定人数超

過分のお支

払いについ

て 

見積条件にある件数（案内文書送付件数2,850

人、積極的支援 74 人、動機付け支援 211 人）

を超過した場合に生じる費用は、その人数に応

じてお支払いいただける認識で良いでしょう

か。 

 

見積条件にある件数を超過した場合に生

じる費用は、成果水準書９及び１０に基づき

支払われます。 

見積条件件

数と昨年ま

での実施件

数の差分に

ついて 

・質問① 

別紙１. 令和６年度 「PFS を活用した松山

市国民健康保険 特定保健指導業務委託」 

成果水準書内８Pの「参考資料」にある特定

保健指導の経年実績と令和 6 年度の見積条

件の各支援区分（積極・動機）の件数の差分

についてご教示ください。 

・質問② 

また上記①の質問に関連して、特定保健指導

実施件数の内、民間事業者の実施件数をご教

示ください。 

【令和 6年度見積条件】 

案内文書発送件数 2,850 人 

特定保健指導実施件数 ●積極的支援 74 

人 ●動機付け支援 211 人 

①成果水準書８Pの実績は、民間事業者と

直営がそれぞれ実施した件数を合算した

もので、見積条件は、過去の実績から算出

した令和 6 年度の特定保健指導対象者の

見込件数の 10％に相当する数です。 

 

 

②令和 4 年度の終了者 614 人のうち、民

間事業者の実施は 218人です。 



 

各種データ

の授受につ

いて 

特定保健指導対象者に関する適用情報、健診

結果等のデータや、請求データなどを授受す

る場合に、CDR 等の媒体ではなく、オンライン

ストレージを利用することは可能でしょうか。 

オンラインでは、LGWAN-ASPを利用

したデータの授受のみ可能です。 

貴市との打

ち合わせ実

施方法につ

いて 

貴市と打ち合わせをする場合に、その方法は

オンラインによる実施は可能でしょうか。 

オンラインが可能な場合には zoom、teams など

の使用可能なアプリに制限はありますか。 

それとも、対面が必須でしょうか。 

zoomでの協議が可能です。 

 


